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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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温室効果ガス－温室効果ガスの妥当性確認チーム 
及び検証チームの力量に対する要求事項 

Greenhouse gases-Competence requirements for greenhouse gas 
validation teams and verification teams 

 
序文 

この規格は，2011 年に第 1 版として発行された ISO 14066 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

この規格は，温室効果ガス（以下，GHG という。）プログラムの運用者，規制当局，妥当性確認機関及

び検証機関のために，妥当性確認チーム及び検証チームの力量に対する要求事項を規定する。 

国際市場における整合性を確保し，GHG の報告及びその他のコミュニケーションに対する一般社会の信

頼を維持するために，妥当性確認チーム及び検証チームの力量に対する要求事項を明確にする必要がある。 

GHG 妥当性確認機関及び GHG 検証機関に対する要求事項は，JIS Q 14065 で規定している。 

JIS Q 14065 は，妥当性確認機関及び検証機関に対し，妥当性確認又は検証の業務に対して指名されたチ

ームの中で妥当性確認又は検証の様々な活動を実施する要員の力量を管理するための手順を確立し，維持

することを要求している。 

チームが妥当性確認又は検証プロセスを効果的に完了するために必要な力量を保持することを確実にす

ることは，妥当性確認機関又は検証機関の役割である。 

この規格は，妥当性確認チーム及び検証チームの力量確保に関する原則を含めている。 

これらの原則を堅持することは，妥当性確認チーム又は検証チームが実施能力をもつべき業務，及びそ

のために必要な力量に基づく一般的な要求事項である。 

この規格は，妥当性確認チーム及び検証チームの力量の評価及び承認の基盤として，JIS Q 14065 と併せ

て利用することもできる。 

この規格の利用者は，GHG の定量化及び報告について規定する JIS Q 14064-1 及び JIS Q 14064-2，並び

に GHG の妥当性確認及び検証について規定している JIS Q 14064-3 を参照することも推奨される。 

この規格の適用と JIS Q 14064-1～JIS Q 14064-3（以下，JIS Q 14064 規格群という。），及び JIS Q 14065

との関係を，図 1 に示す。 
 




